
　7 月 1 日から、岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、犬及び猫を合計 10 頭以上飼っ
ている方は、岐阜県（可茂保健所）への届出が義務づけられます。

7月1日時点で、犬及び猫（いずれも生後 90日以下のものを除く）を合計10 頭以上飼ってい
る方は、7月1日から30日以内に届出が必要です。（第一種動物取扱業を営んでいる方などを除く）

多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。

届出をしない、または虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処せられます。

犬及び猫を飼うのをやめたとき、飼っている犬及び猫の合計数が10頭未満となったときは、
速やかに届出が必要です。

　家庭から出る生ごみの減量化と、 剪定枝などの枝葉の野焼き防止の
一環として、家庭廃棄物処理器（電気式生ごみ処理機、コンポスト容器、
堆肥化容器（コンポスト容器を除く）、枝葉粉砕機）を購入し、設置され
た方に補助金を交付しています。
　補助金交付の申請をされる方は、家庭廃棄物処理器の購入後、領収書

（メーカーおよび型式の記載があるもの）と印鑑を持って、水道環境課へ
お越しください。

　児童手当は、毎年1 回世帯状況の確認を行うため、現況届の提出が定められています。6月分以降の児童手
当を受け取るためには、中学校修了前の子どもを養育している全ての方が提出をする必要があります。
　5月末時点で、町の児童手当を受けている方には、現況届の手続き案内を郵送していますので、現況届の提出
をお願いします。提出がない場合、6 月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

　管轄の労働局・労働基準監督署・金融機関で申告・納付をお願いします。年度更新の申告書は、管轄の労働局・
労働基準監督署への郵送や電子申請でも受け付けておりますのでご活用ください。
　なお、年度更新期間内に申告・納付の手続きが困難な場合には、年度更新コールセンター（0800 -555- 6780）

（開設期間は令和3年5月31日（月）から7月16日（金）まで。通話料無料。）までご相談ください。

自宅やオフィスから24 時間いつでも申請や届出が可能です。また、労働保険料の納付は口座振替や電子納付が
便利です。
■ 労働保険の電子申請は「e-Gov」(https://shinsei.e-gov.go.jp/)から行うことができます。
■ 労働保険関係手続（一部手続を除く）は、Gビズ IDを利用して手続することができます。
■ 労働保険料の納付は、金融機関の窓口に行かなくても口座振替や電子納付が可能です。

年度更新申告書の書き方及び申告・納付方法等の詳細につきましては、年度更新申告書に
同封しているパンフレット等をご参照ください。厚労省ホームページでもご覧いただけます。

　外国人（特別永住者等を除く）の雇入れ及び離職の際、氏名、在留資格等をハローワークへ届け出てください。
　 外国人労働者の適正な雇用の推進及び不法就労の防止を図ることについて、皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

令和３年度さかほぎ夏祭りは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止と
します。ご理解の程よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかほぎ夏祭り実行委員長　柴山　佳也


